
指定申請から事業実施までの流れ

（１）　介護職員初任者研修

　　ア　新規の事業者指定及び研修指定

↓

↓

　　イ　既に生活援助従事者研修の事業者指定及び研修指定を受けている場合

↓

↓

（２）　生活援助従事者研修の場合

　　ア　新規の事業者指定及び研修指定

↓

↓

①　指定申請

募集開始の２ヶ月前まで（事前に予約の上、来庁）

②　研修指定（指定期限：５年）

③　初任者研修事業の実施

→（５）へ

①　指定申請

募集開始の２ヶ月前まで（事前に予約の上、来庁）

介護員養成研修事業者指定申請書（第１号様式）
介護員養成研修指定申請書（第３号様式）
当該年度の年間事業計画書（第６号様式）

初回の開講届（第７号様式）

②　事業者指定・研修指定（指定期限：５年）

③　生活援助従事者研修事業の実施

→（５）へ

①　指定申請

募集開始の２ヶ月前まで（事前に予約の上、来庁）

介護員養成研修事業者指定申請書（第１号様式）
介護員養成研修指定申請書（第３号様式）
当該年度の年間事業計画書（第６号様式）

初回の開講届（第７号様式）

②　事業者指定・研修指定（指定期限：５年）

③　初任者研修事業の実施

→（５）へ

介護員養成研修（事業者）指定事項変更届（第８号様式）
介護員養成研修指定申請書（第３号様式）
当該年度の年間事業計画書（第６号様式）

初回の開講届（第７号様式）



　　イ　既に介護職員初任者研修の事業者指定及び研修指定を受けている場合

↓

↓

（３）　介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の事業者指定・研修指定を同時に新規申請する場合

↓

↓
③　初任者研修事業及び生活援助従事者研修の実施

介護員養成研修（事業者）指定事項変更届（第８号様式）
介護員養成研修指定申請書（第３号様式）
当該年度の年間事業計画書（第６号様式）

初回の開講届（第７号様式）

①　指定申請

→（５）へ

介護員養成研修事業者指定申請書（第１号様式）※介護職員初任者研修と生活援助従事者研修

の申請をまとめて１部提出してください。

介護員養成研修指定申請書（第３号様式）※介護職員初任者研修と生活援助従事者研修の申請
書及び添付書類を、それぞれ１部ずつ提出してください（重複する書類についても、省略せず提出して

ください）。

当該年度の年間事業計画書（第６号様式）
初回の開講届（第７号様式）

募集開始の２ヶ月前まで（事前に予約の上、来庁）

→（５）へ

②　研修指定（指定期限：５年）

③　生活援助従事者研修の実施

①　指定申請

募集開始の２ヶ月前まで（事前に予約の上、来庁）

②　事業者指定・研修指定（指定期限：５年）



（４）　毎年度開始時の年間実施計画等の提出

⑤　研修事業を実施予定の場合 ⑩　当該年度の実施予定がない場合
介護員養成研修年間実施計画書

（第６号様式）
介護員養成研修事業休止届

（第６号様式）
→　「（７）　研修事業の再開」へ

↓
（５）　年度内の研修事業の実施

⑥　開講の届出 ⑦　指定事項の変更
募集開始の15日前または

開講日の30日前のいずれか早い日まで
（事業者指定に関すること）

変更後10日以内
介護員養成研修開講届

（第７号様式）

↓
介護員養成研修指定事項変更届

（第８号様式）

⑧　開講 →
⑨　開講届を提出した研修を

休講する場合
休講決定後10日以内

↓
介護員養成研修休講届

（第９号様式）

↓

研修修了後１ヶ月以内に提出
「介護員養成研修実績報告書」（第10号様式）

※開講届の内容から変更があった場合は実績報告時に変更内容を報告する

以降、年度内は⑥～　繰り返し

④　年間実施計画又は事業休止の届出
当該年度の開始前の３月31日までまたは

当該年度の研修の実施予定の有無により、⑤又は⑩のいずれかを提出

（研修指定に関すること）
変更決定後10日以内かつ

変更内容で実施する１ヶ月前

⑩　実績報告



（６）　指定期限の更新

（７）　研修事業の再開

（８）　研修事業の廃止

介護員養成研修事業（一部・全部）廃止届（第13号様式）

休止期間中に事業を再開する場合
再開決定後10日以内又は再開後の最初の開講届提出日のいずれか早い日まで

介護員養成研修事業再開届（第12号様式）

研修事業の廃止
廃止決定後10日以内

指定期限の更新（事業者指定・研修指定それぞれ）
指定期限の３ヶ月前まで

介護員養成研修事業者指定申請書（第１号様式）

休止期間が終了した場合
→　④へ

その他必要に応じて行う手続き


